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Abstract:
The role of the residential care facilities is caused by the family policy of each country. But 

it is not a thing in response to the need of children. In this study, I examined the current 
situation of the residential care in Japan from the viewpoint of international comparison 
Germany.
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１．研究の背景と目的
2009年に国連総会で採択された「児童の代

替 的 養 護 に 関 す る 指 針Guidelines for the 
Alternative Care of Children」（以下、ガイド
ラインとする）は、代替的養護における施設養
護の存在を認めつつも、限定的な利用にとどめ
るべきとの見解を示している。代替的養護に占
める施設養護の割合が極端に高い日本にとって
このことは大きな意味を持つ。

このガイドラインでは原則として子どもは親
元で育つことを適切としつつ、それが不可能な
場合には、国の責任の下、「児童を保護し適切
な代替的養護を確保する（ 5 ）」（1）としている。
また、「居住養護の利用は、かかる養護環境が
個々の児童にとって特に適切、必要かつ建設的
であり、その児童の最善の利益に沿っている場
合に限られるべきである。（21）」としている。
ここで言う「居住養護」はresidential careの
訳であり、その後に説明のある「施設養護」

（residential care facilities）と同義で用いられ

ている。また、ガイドライン（22）において
は、3 歳未満児は「家庭を基本とした環境」に
おける代替的養護が提供されるべきとし、ガイ
ドライン（23）においては、下記のように記
されている。

施設養護と家庭を基本とする養護とが相互に
補完しつつ児童のニーズを満たしていることを
認識しつつも、大規模な施設養護が残存する現
状において、かかる施設の進歩的な廃止を視野
に入れた、明確な目標及び目的を持つ全体的な
脱施設化方針に照らした上で、代替策は発展す
べきである。かかる目的のため各国は、個別的
な少人数での養護など、児童に役立つ養護の質
及び条件を保障するための養護基準を策定すべ
きであり、かかる基準に照らして既存の施設を
評価すべきである。公共施設であるか民間施設
であるかを問わず、施設養護の施設の新設又は
新設の許可に関する決定は、この脱施設化の目
的及び方針を十分考慮すべきである。（23）
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つまり、代替的養護の場として優先されるべ
きは里親などの家庭養護であり、施設養護は家
庭養護と「相互に補完しつつ児童のニーズ」を
満たす必要があるが、「脱施設化」を進めると
共に、「個別的な少人数での養護」を行うべき
としている。

日本は施設の規模が大きいこと、そして代替
的養護における里親の割合が先進諸国の中で最
も低いレベルにあることが知られている。日本
はこのガイドラインや近年の児童虐待の社会問
題化における国民の社会的養護への感心の高ま
りを受け、小規模化および里親の割合を増加す
る方向に施策を進めている。その結果、大舎 
制（2）をとっている児童養護施設は、2008年 3
月に370か所（75.8％）だったものが、2012年
3 月には280か所（50.7％）に減少している。
児童養護施設、乳児院への措置児童数と里親へ
の委託児童数の合計に占める里親への委託児童
数の割合は、2002年 3 月末に7.4％だったもの
が、2012年 3 月末には14.8％にまで増加して
いる（厚生労働省2014）。

ここまで見てくると、施設養護はすでに過去
のものとして取り扱われているように感じる

が、代替的養護における施設の必要性が終了し
たわけではない。図表 1 に記されているよう
に、オーストラリアやイギリスにおいては、里
親養護の割合が 8 割以上占めているものの、施
設養護が行われていない訳ではない。欧州の他
の国々では代替的養護の半数程度を施設養護が
担っている。Courtneyら（2009）は、各国の
代替的養護施策および実践から、入所型養護に
は限界があるものの、魅力的な側面をもつこと
を指摘している。

施設養護の役割は、代替的養護が必要な子ど
も達に対する機能的な役割からくるものではな
く、各国の家族および家族政策に起因している
と考えられる。本論では、代替的養護が必要な
子どもが暮らす場としての施設の目的につい
て、日本とドイツにおける法的位置づけなどか
ら確認し、両国の共通性および差違を明確にす
ることにより、家族および家族政策と施設養護
の役割の関連について明確にし、代替的養護の
国際比較の指標について検討することを目的と
する。

なお本論においては、何らかの事情により親
元で暮らすことができない子どもを国や自治体

図表1：各国の代替的養護における里親が占める割合（2010─2012年）

国名 里親
（Family Foster care）

施設
（Residential care）

オーストラリア 91.0% 5.0%
アイルランド 90.5% 7.1%
ノルウェイ 86.0% 14.0%
イギリス 80.4% 10.8%
ニュージーランド 79.3% 16.7%
アメリカ 75.3% 14.8%
スウェーデン 71.7% 28.3%
ルーマニア 62.8% 37.2%
スペイン 60.4% 43.9%
ハンガリー 60.0% 40.0%
オランダ 56.7% 43.3%
フランス 53.3% 38.6%
イタリア 49.6% 50.4%
ドイツ 44.0% 56.0%
J. F. del Valle and A. Bravo （2013:254）より作成
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が親に代わって養護する取り組みを代替的養護
と記述することとする。日本においては上記の
事柄について社会的養護という名称を用いるこ
とが一般的であるが、この用語は日本の状況を
踏まえ厚生労働省が限定的な定義づけを行って
いるため、本論においては用いないこととす
る。

２．家族の変容と代替的養護
（1）家族と家族施策の変容

日本における戦後の家族形態の変化や働き方
の変化、家族成員のつながりの希薄さは、それ
まで家族が社会的機能として果たしてきた保育
や介護などを担うことが困難になることを意味
する（山田2005）。結婚率の減少と離婚率の増
加、出生率の減少はもはや家族を形成すること
に意味を見いだせない、もしくは家族を形成す
ることに対して困難さを感じている人々の状況
を示している。

こうした状況は日本に限定して見られるもの
ではない。家族形態の変化は先進諸国の多くで
見ることができる。落合（2013）は近代に伴
う出生率の低下の状況に着目し、それが各国の
家族のあり方に与えた影響について説明してい
る。近代化の過程において各国は 2 回の出生率
低下の時期を体験している。第 1 の出生率低下
は、1 人の子どもに愛情と費用をかける近代家
族の誕生を意味していた。しかし第 2 の出生率
の低下は、近代家族の消滅を意味していた。つ
まり離婚率の上昇と結婚しない人々および婚外
子の増加が見られるようになった。落合は、
人々にとって「家族をもつかもたないかが選択
の問題になり、1 組の男女を生涯にわかって結
びつける結婚という制度が消滅した以上、社会
の基本単位はもはや家族ではなく、個人となっ
たと言わざるをえない。」（落合2013:8）とし
ている。

家族形態の変化は地域社会における人と人と
のつながりの脆弱化と家族機能の脆弱化を促進
させ、社会福祉施策にも影響を与えることとな
った。それまで地域内、家族内でまかなわれて
いた養育や介護は保育サービスや介護サービス
の利用に移行することとなった。ケアの社会化

と呼ばれるこの事象は、養育や介護などの機能
を家族成員が果たすことが困難になったことを
示している。ただし家族が養育や介護などの機
能をもつと考えることは、社会の要請の下に規
定されるものであり、時代によって変動しうる
ものである。これを家族の社会的機能（山田
2005）を呼ぶ。家族の形態およびあり方の変
化によって、家族の社会的機能の内容が変化し
たと言えよう。

ケアの社会化や家族の社会的機能の変化は社
会福祉施策に影響を与えることとなった。世界
的な経済の低迷とあいまって、先進各国では社
会福祉施策の改革を進めざるを得なくなる。た
だし各国の社会福祉施策は一様でない。それま
での歴史的経過や家族や福祉サービスをどのよ
うに捉えるかによって異なる。

（2）福祉レジームによる整理
生活の困難性に対する福祉サービス等の供給

に関して、国家、市場、家族の担う役割のあり
方によりその国の社会福祉体制を分類する概念
として福祉レジームがある。エスピン―アンデ
ルセン（Esping-Andersen 1999）による福祉
レジームでは世界の国々の社会福祉施策のあり
方から 3 つの類型に分類している。その後、新
川（2005）は新たに 1 つの類型を加え 4 類型
としている（図表 2 ）。この類型によると、自
由主義レジームに分類される国々では、生活の
困難性に対する国家の関与は低く、自己責任に
より対応するため、市場の役割が高い。また家
族への依存度は低い。代表的な国はアメリカや
カナダなどである。それに対して国家の関与が
強く、市場の役割が低いのが社会民主主義レジ
ームに分類される国々である。この分類でも家
族への依存度は低い。代表的な国はスウェーデ
ンなどの北欧諸国である。この 2 つの類型では
家族の負担割合が相対的に低いが、このように

「個人の家族への依存を軽減し、家族や婚姻上
の互酬関係とは切り離されて、個人が経済的資
源を自由に活用する能力を最大化するような政
策」（Esping-Andersen 1999:45）をとることを
脱家族化と言う。自由主義レジームと社会民主
主義レジームは脱家族化が高い。
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これらに対して保守主義レジームと家族主義
レジームに分類される国々は脱家族化の度合い
が低い。保守主義レジームの国々は国の関与が
強く、市場の役割は低い。代表的な国としては
ドイツやフランスがあげられる。国の関与が高
く、市場の役割が低い状況を説明する概念とし
て脱商品化がある。資本主義経済において労働
力は商品化され、労働者は生活の糧を手に入れ
る。しかし何らかの事情により商品化できない
状況が生じることがある。こうした人々に対し
て経済の論理の外で社会保障は提供される。こ
れを脱商品化と言う。保守主義レジームは社会
民主主義レジームとともに脱商品化が高い。

家族主義レジームは脱家族化および脱商品化
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図表 1：各国の代替的養護における里親が占める割合(2010-2012 年)	 

国名	 里親	 

(Family	 Foster	 care)	 

施設	 

(Residential	 care)	 

オーストラリア	 91.0%	 5.0%	 

アイルランド	 90.5%	 7.1%	 

ノルウェイ	 86.0%	 14.0%	 

イギリス	 80.4%	 10.8%	 

ニュージーランド	 79.3%	 16.7%	 

アメリカ	 75.3%	 14.8%	 

スウェーデン	 71.7%	 28.3%	 

ルーマニア	 62.8%	 37.2%	 

スペイン	 60.4%	 43.9%	 

ハンガリー	 60.0%	 40.0%	 

オランダ	 56.7%	 43.3%	 

フランス	 53.3%	 38.6%	 

イタリア	 49.6%	 50.4%	 

ドイツ	 44.0%	 56.0%	 

J.	 F.	 del	 Valle	 and	 A.	 Bravo	 (2013:254)より作成	 

	 

図表 2：福祉レジームの 4 類型	 

	 

出典：新川	 (2009:34)より作成	 

	 

出典：新川（2009:34）より作成

図表2：福祉レジームの4類型
が低い国々が分類されている。イタリアなどの
南欧諸国や韓国と共に日本はここに分類される

（新川2005）。図表 3 に示した通り、日本の社
会保障給付費の対GDP比は他の先進諸国と比
較して低い状況が続いている。イギリスが4.22
％、フランスが3.98％、スウェーデンが3.75％、
ドイツが3.07％であるのに対して、イタリアは
1.58％、日本は1.48％、アメリカは1.22％、韓
国は1.01％である。高齢化率の高い状況を考慮
すると、日本の脱商品化が低いことが理解でき
る。

この類型以外にも異なる視点から類型をおこ
なっている論者もいれば、同じ類型においても
どのような要素を考慮するかによって該当する
国が異なる場合もある。ただし、脱家族化およ
び脱商品化による類型はその国の社会福祉施策
を理解する上で有効であると考える。

（3）福祉レジームと代替的養護
辻（2012）は福祉レジームの 4 類型の国々

のケアの分担、家族に対する国家の支援・介入
のアプローチ、教育を通じたジェンダー再生産
の方向性について国による多様性を捨象して図
表４のような整理を行っている。この表によ
り、各レジームにおける家族の位置づけを見い
だすことができる。社会民主主義レジームの国
においては、家族の多様性や変化に対応できる

図表3：OECD諸国における家族給付への公的支出（2009年）

出典：OECD （2013）より作成
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図表 3：OECD 諸国における家族給付への公的支出(2009 年)	 

	 

出典：OECD	 (2013)より作成	 

	 

図表 4：福祉レジームとケア、家族、教育	 
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支援・介入ともに限

定的	 

教育によるジェ

ンダー再生産	 
ジェンダー平等教育	 ジェンダー平等教育	 性別役割教育	 性別役割教育	 

国	 スウェーデン、フィ

ンランド、デンマー

クなど	 

アメリカ、カナダ、

イギリスなど	 

ドイツ、フランス、

ベルギーなど	 

スペイン、イタリア、

ギリシア、日本など	 

出典：辻 (2012:31)より作成	 

	 

図表 5：総人口に対する家庭外ケア児童の割合(人口 1 万人)	 
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ような柔軟な制度設計がなされている。自由主
義レジームの国においては、人々がどのような
家族を営もうと無関心であり、家族は個人の私
的な契約によって形成されている。保守主義レ
ジームの国では、男性が主たる稼働者となり、
女性が家庭内のケアを行うよう政策的に誘導し
ている。最後に家族主義レジームの国では、家
族の価値を称揚するため、家族内に問題がある
ことは想定せず、社会政策における支援も警
察・司法による介入も行わない（辻2012）。

こうした国の家族の捉え方の差違は代替的養
護において特徴的に見られる。児童虐待による
代替的養護の利用を例にして考えてみる。

自由主義レジームに分類されるアメリカにお
いては、州によって対応が異なる部分もある
が、司法が親子関係に介入し、加害者である親
が虐待の再発に対する取り組みに否定的であっ
たりする場合には、親元に子どもを戻さない決
断をする傾向が強い（ヘネシー 2004, トムソン
ほか2005, 原田2006）。そこで重視されるのは
実の親との生活よりも子どもの権利擁護であ
る。代替的養護については里親委託が重視さ
れ、施設養護は里親養護が困難な事例に限られ
る。一方、社会民主主義レジームに分類される
スウェーデンでは、「家族全体を包括的に捉え
たケア」とも言える、実の親による養育を支援
していく傾向が強い（谷屋2005）。代替的養護
については、家庭的な支援を重視することか
ら、里親を重視する傾向が強い。自由主義レジ

ームも社会民主主義レジームも脱家族化が高い
ことはすでに説明した通りである。しかしなが
ら支援の方向性はそれぞれ異なっている。アメ
リカでは適切な家庭が提供されることを子ども
の権利としている。一方、スウェーデンでは実
の親と暮らすことが子どもにとっての権利とし
ている。これは脱家族化の方向性とは異なるよ
うだが、脱商品化が高いこともあり、親への支
援は充実しており親に養育を押し付けるという
ものではない。

保守主義レジームに分類されるドイツは後述
する通りだが、実の家族との関係を重視する傾
向が強い。代替的養護における里親養護と施設
養護の割合は半々程度となっている。家族主義
レジームに分類される日本もドイツ同様に実の
家族との関係を重視する傾向があるが、里親養
護の割合は極端に低い。ただし同様に家族主義
レジームに分類される南欧諸国は、図表 1 で見
たとおり里親養護と施設養護の割合は半々程度
である。韓国においても里親養護の割合は南欧
諸国同様、43.6%（開原2013）と半数に近い。
ただし韓国の場合、里親委託先の多くを親族里
親が占めているという特徴がある（李ほか 
2014）。また、南欧諸国は家族の規模が日本や
韓国と比較して大きく、脱家族化が低いとは言
え両者の状況は異なる。他の類型においても言
えることだが、同じ類型に分類されていても各
国の状況は配慮する必要があるであろう。ま
た、日本やイタリア、アジア各国など家族主義

図表4：福祉レジームとケア、家族、教育

社民主義レジーム 自由主義レジーム 保守主義レジーム 家族主義レジーム
ケア労働
ケア費用

社会
社会

社会
家族

家族
社会

家族
家族

家族内暴力への
国のアプローチ

支援
人権侵害に対する介
入

支援
支援・介入ともに限
定的

教育によるジェ
ンダー再生産

ジェンダー平等教育 ジェンダー平等教育 性別役割教育 性別役割教育

国
スウェーデン、フィ
ンランド、デンマー
クなど

アメリカ、カナダ、
イギリスなど

ドイツ、フランス、
ベルギーなど

スペイン、イタリア、
ギリシア、日本など

出典：辻 （2012：31）より作成
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レジームの国々における代替的養護利用児童数
は国際的に見ても低い（図表 5 参照）。代替的
養護利用児童数の低さについては家庭が維持さ
れているから少ないとの主張と、必要な保護が
行われていない（潜在的に代替的養護サービス
を必要とする子ども達が多くいる）という主張
がある。この点については脱商品化と脱家族化
の低さから説明することが可能かも知れない。

このように福祉レジームはその国の福祉サー
ビスの供給主体に着目しており、中でも脱家族
化という概念に示されている家族への依存度を
指標としている点は、家族に依存せざるを得な
い子どもの課題である代替的養護においては、
参考になると考えられる。次にドイツにおける
代替的養護施策を日本との比較から概観してい
く。

３．ドイツの代替的養護システム
ドイツにおける代替的養護の利用者数は

2012年12月末現在、里親養護が64,851人、施
設養護が66,711人である（3）。開原（2012）に
よる調査では、総人口に占める代替的養護（家
庭外ケア）の割合は人口 1 万人中13.8人（2010
年）となっている。家族主義レジームに属する
イ タ リ ア（5.1人 ） や 日 本（2.85人 ）、 韓 国

（1.76人）と比較すると高い割合であるが、自

由主義レジームに属するイギリス（13.5人）や
アメリカ（10.5人）、オーストラリア（16.5人）
とは同水準と言って良いだろう。

ドイツの代替的養護実践は他の欧州諸国と同
様にキリスト教を背景としている。11世紀頃
には孤児院が設立されている（Coltonほか 
1993）。17世紀には労役場において子ども達は
収容され、孤児対策は救貧対策の一環として行
われた。また、19世紀に入るまで孤児院の衛
生環境や養育環境は劣悪で、伝染病などにより
多くの子どもが亡くなっている。里親ケアにお
いても児童労働による搾取など、多くの問題を
抱えていた。20世紀初頭になっても施設及び
里親のケアは、「衛生的、教育的、物質的に不
十分であった」（Coltonほか 1997：147）。こ
うした状況は他の欧州諸国と同様の経過をたど
っていると考えられる。

戦後、ドイツの代替的養護は、日本と同様に
要保護児童を収容することを第一の目的とし、
国からの予算の増加によって専門化し、施設形
態はさまざまなバリエーションをもつようにな
った。同時に職員の専門性も高められ、実践理
論の枠組みの構築も行われた。しかしながらド
イツの代替的養護は、他の欧州諸国と比較する
と、施設の割合が高く、またその規模が大きい

図表5：総人口に対する家庭外ケア児童の割合（人口1万人）

出典：開原（2012：19）

	 14	 

出典：開原(2012:19)	 
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状況が続いた。
現在、ドイツにおいて要保護児童の認定およ

び保護は少年局によって行われている。根拠と
なる法律は「児童ならびに少年援助法（SGB
Ⅷ）」である。SGBⅧには家庭内での援助（非
入所）と家庭外での援助（入所）の給付形態が
定められている。対象となる子どもたちは 3 つ
のカテゴリーに分けることができる。十分なケ
アや支援が受けられない子ども、実の家族の下
で不適切な環境に置かれていた子ども、個人的
な課題（非社会的行為、発達上の遅れ、学校教
育上の問題）をもつ子どもである。家庭外の援
助としては里親養護と小規模ホームが提供され
ている。8 歳以下の子どもの養育の多くは里親
養護が担っている。また里親に委託されている
子どもの22.4％は親族の家庭に委託されている

（開原2012：27）。脱家族化の低さがこのよう
な形で現れていると考えられる。特徴的なのは

「家庭補充型の援助として日中の一定時間滞在
型のデイグループ型の援助」（開原2012：25）
を行っている点である。これも子どもはできる
限り実親家庭で成長することが望ましいとの考
えに基づいた支援と言え、脱家族化の低さがこ
うした施策に現れていると考えられる。入所型
施設自体も日本以上に小規模化されてきている

（Harder 2013）。
少年局は、児童及び青少年の福祉が急迫の危

険にさらされていれば、事前の親の同意または
家庭裁判所の関与がなくても、行政行為の一つ
として、子どもを緊急かつ一時的に保護するこ
とができる。ただし少年局による一時保護は、
あくまで暫定的なものである。児童虐待のケー
スにおいて、少年局によって子が一時保護され
た後に親から引き離されると、まず 1 ～ 2 週
間程度、緊急里親や児童福祉施設、少年局の一
時保護施設等に措置される。その後、必要に応
じて里親や施設での長期の措置に切り替えられ
る。措置開始理由として最も多いのは、「子の
福祉の機器（例：家庭内でのネグレクト、身体
的・心理的・性的暴力）」であり、次に「社会
的、健康上、経済的困難のため家庭内での児童
の育成、世話、配慮が不十分」が続く（開原
2012：27）。

ドイツは、過去にナチスによる独裁政権を経
験していることもあって、伝統的に国家による
基本権の制限に対してきわめて慎重であり、児
童虐待についても行政による介入は制限されて
いた。しかし、行政による児童虐待への対応が
迅速に行われず、手遅れとなって子が死亡した
痛ましい事件が発生したため、近年、対応措置
が強化されてきている（西谷2010b）。なおドイ
ツ民法における親権に懲戒権は含まれない（5）。

子どもが里親または施設で生活していると
き、里親や施設担当者は、日常生活に関する事
項について単独で決定するなど親権と同様の権
限をもつ。この日常生活事項とは、別居中の共
同親権者のうち、現実に子を監護する親がもつ
親権と同様のものである。また、子どもの勤労
収入を管理し、扶養料、保険金、年金その他の
社会保障給付を子どものために請求して管理す
る権限をもつ。さらに、緊急の場合には、子ど
もの福祉のために必要な法的行為（特に医療行
為への同意など）を行うことができる。

このようにドイツの少年局を中心とした代替
的養護のシステムは、日本の児童相談所を中心
としたシステムによく似ている。ただし代替的
養護の方法として家庭保全のためのデイサービ
スの提供などの取り組みは日本には見られな
い。親族による里親の割合については、日本よ
りも若干高い（6）。

児童虐待への対応においても同様に類似点が
見られる。日本では2000年の児童虐待防止法
制定前まで、児童虐待などの家庭内における暴
力は家庭内の問題として解決すべき事柄とし
て、行政は関与したがらない傾向が見られた。
しかしながら児童虐待の社会問題化を受け、ド
イツ同様に対応措置が強化されるに至ってい
る。ただし日本における暴力に対する認識は、
近年の児童相談所への虐待通告件数の増加に見
られるように高まっていると考えられるが、ド
イツと比較すると寛容な面が見られる。里親や
施設がもつ親権などの権限について日本でも
2012年から親権の一時停止や未成年後見人制
度の見直しなどが行われ、改善されている点も
ある。
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４�．福祉レジームによる国際比較の指標作成に
向けた今後の課題
これまで日本とドイツの代替的養護施策につ

いて具体的に見てきた。代替的養護施策はそれ
ぞれの国がそれまでの歴史の中で形作ってきた
家族、特に子育て家族に対する認識が大きく影
響している。また、福祉レジームによる類型は
代替的養護施策においてもその特徴を見いだす
ことができ、国際比較の指標作成のための枠組
みとして有効であると考えられる。

ここでは福祉レジームの類型を参考に、本論
の目的である代替的養護の国際比較の指標につ
いて検討していくこととする。

脱家族化が低いことは日本とドイツの共通点
である。両国とも積極的な家族への介入が行わ
れないことが特徴として見いだせる。児童虐待
の深刻化、社会問題化を受け、両国共に徐々に
介入の度合いを高めているが、施策理念の背景
には子どもは、実の家族の下で暮らすことが最
も良いとの価値観が影響しているからだ。ただ
し、ドイツでは実の家族への支援による家族の
保全に取り組んでいる状況がみられるが、日本
では家族に対する支援が十分ではない。また、
代替的養護に占める施設養護の割合の高さ（自
由主義レジーム、社会民主主義レジームと比較
して）において特徴的に見られる。

脱商品化という点については両レジームの差
違が見られる点である。家族給付の割合などに
見られる通り、国が代替的養護にかける金額の
割合として端的に表れる。具体的には、施策の
内容や代替的養護における職員配置、小規模化
の割合、里親手当などである。また人口に占め
る代替的養護の利用児童数の割合においても明
確に示される。

本論においては、日本とドイツの代替的養護
への取り組みについてについて福祉レジームの
枠組みから検討を試みた。しかしながら、両国
の代替的養護の特質や共通点などを明らかにす
るためには、さらに両国の子育て観や代替的養
護への国等の予算割合とその配分の状況など、
詳細な項目を挙げ、比較することが必要とな
る。また、今後代替的養護の国際比較の指標作
成を行うためには、他の国々のデータを検証す

る必要がある。

【脚注】
（ 1 ）カッコ内の数字はガイドラインの条文の番号

を示す。なおガイドラインの日本語訳は、厚生
労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課仮訳を
使用する。

（ 2 ）1 養育単位あたりの定員数が20名以上の施設
形態を言う。

（ 3 ）この数字はドイツ連邦統計局によるChildren 
a n d y o u t h w e l f a r e i n G e r m a n y の 表

（Statistisches Bundesamt 2013）によるもので、
里親養護（Full-time care in another family）と
施設養護（Care in residential homes; other 
forms of supported housing）のケース数から転
記した。しかし、他の論文（Harderら 2013）
によれば、2010年時点において里親養護（Foster 
care）が73,692人、施設養護（Residential care）
が93,785人となり、時期がずれるものの、数が
あわない。理由は不明だが、本論文においては
統計局のものを採用した。

（ 4 ）里親養護には里親委託児童数とファミリーホ
ーム委託児童数が含まれる。施設養護には乳児
院と児童養護施設への措置児童が含まれる。フ
ァミリーホームは里親型のグループホームとも
呼ばれ、施設に分類するべきとの意見もあるか
もしれないが、本論においては、養育者の住居
において委託児童が生活していることから、里
親養護として数えた。なお詳細は、乳児院3,069
人（2013年10月 1 日 現 在 ）、 児 童 養 護 施 設
28,831人（2013年10月 1 日現在）、ファミリー
ホ ー ム829人（2013年10月 1 日 現 在 ）、 里 親
4,578人（2013年 3 月末現在）である。

（ 5 ）1957年にドイツでは民法における懲戒権の規
定が削除された。ドイツでは1979年の親権法改
正により、親権概念（elterliche Gewalt = 権力、
支配権）が廃止され、「親の配慮（elterliche 
Sorge = 世話、配慮）」という概念が導入された

（資生堂社会福祉事業財団2013：17）。ドイツ民
法では、「親権」（elterliche Sorge）を、「未成年
者の世話を知るという親の義務であり、権利で
ある」と定義している。また「尊厳を失わせる
ような教育手段は認められない。」との文言が加
わった。2000年の民法改正では、「暴力のない教
育を受ける権利」を子どもに認め、身体への懲
戒・精神への侵害に加えて人間の尊厳を侵す処
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置を排除した。「暴力のない教育」という文言が
使用されたことにより、これまで社会的に是認
されていた「ピシャリ」程度の軽い殴打も「懲
戒」に含まれることとなった。

（ 6 ）日本における里親養護に占める親族里親の割
合は、14.6％である（厚生労働省2014より計算）。
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